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相生市における市民一人あたりの延床面積は、4.22㎡であり、全国の人口３～５万人の自治

体での平均は 4.83 ㎡と比べると多いという状況ではありません。しかし、将来人口の予測か

らみると類似団体よりも多くなり、保有床面積の最適化が必要です。 

その保有する公共建築物は、110施設あり、保有床面積の合計は約 128,457㎡となってい

ます。用途別では、学校教育系施設が最も多く約 39％、次いで公営住宅が約 12％となってお

り、２つの用途で約半分を占めています。 
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相生市公共施設等総合管理計画（案） 

＜概 要 版＞ 
 

はじめに ～公共施設等総合管理計画とは～ 

相生市では、昭和 40年代に建設された公共建築物が多く、道路や橋りょうなどのイン

フラ施設も含めると非常に多くの施設が、今後一斉に改修・更新時期を迎えます。  

相生市公共施設等総合管理計画は、財政状況との整合を図った適切な規模とあり方を徹

底することとにより、公共施設等の機能を維持しつつ、次世代に負担を残さないための基

本方針となるものです。 

 

公共建築物の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 保有床面積の割合（％） 

 大分類 中分類 保有床面積 大分類 中分類 保有床面積 

学校教育系施設 学校 50,730.35 子育て支援施設 幼保・こども園 5,503.00 

公営住宅 公営住宅 15,372.53 幼児・児童施設 1,038.00 

市民文化系施設 集会施設 5,174.92 供給処理施設 供給処理施設 4,234.26 

文化施設 9,742.75 医療施設 医療施設 3,748.20 

スポレク施設 スポーツ施設 8,319.28 社会教育系施設 図書館 1,998.85 

レク・観光施設 2,308.27 博物館等 820.51 

保健・福祉施設 高齢者施設 5,600.54 公園 公園 294.00 

障害者福祉施設 615.77 その他 その他 1,595.60 

その他社会保険施設 3,566.61 

合 計  128,457.84 行政系施設 庁舎等 6,246.91 

その他行政系施設 1,547.49 

 
表 施設類型ごとの保有床面積（㎡） 
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公共建築物の更新等にかかる将来コスト 

現在相生市が保有している公共建築物を、耐用年数経過後に同じ規模で更新すると仮定

して、更新費用を試算すると、今後 40年間で約 604億円（年平均 15.1 億円）が必要と

なります。 

 過去１０年間の公共建築物への整備費用の平均が７.５億円であるため、この試算結果で

は今後の整備費用が 2倍以上必要ということになります。 

 

 

インフラ施設の状況 

市内の道路等の整備状況は、下表のとおりであり、市道の割合が高くなっています。 

また、橋りょうにおいて、相生市が管理する橋長 2ｍ以上の 262 橋のうち、建設から

50 年を経過する老朽化橋りょうは、平成 27 年で 37 橋（約 13％）となっていますが、

20年後には 222橋（約 78％）となり、急速に老朽化橋りょうが増大します。 

 

区 分 
道   路 橋りょう 

実延長(m) 舗装道(m) 未舗装道(m) 橋数(橋) 延長（m） 

国 道 17,849 17,849 ― 11 348 

県 道 33,080 30,703 2,377 44 1,053 

市 道 279,524 250,892 28,632 262 2,673 

総 数 330,453 299,444 31,009 317 4,074 

 

下水道については、急速に整備が進み、汚水事業の面積整備率 99％、人口普及率 99%、

雨水事業の面積整備率 91.5%となっています。また、下水道排水管延長は、約 287ｋｍ

となっており、施設として下水管理センター（1施設）、農業集落排水処理施設（7施設）、

小規模集合排水処理施設（1施設）、ポンプ場（5施設）を保有しています。 
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インフラ施設の更新と財政負担 

相生市が保有するインフラ施設について、公共建築物と同様に試算すると、今後 40 年

間で必要となる更新費用の総額は、約 678 億円（年平均 16.9 億円）となります。しか

し、相生市の予算規模からインフラ施設にこの更新費用を割り当てることは困難です。 

今後は、計画的な更新・補修を行い、ライフサイクルコストの縮減を軸とした更新費用

の縮減・平準化を目的とした個別の長寿命化計画等を策定し、対応する必要があります。 

 

公共施設等のマネジメントの推進方向 

将来世代に大きな負担を残すことがないよう、財政状況にあった公共建築物の保有床面

積の最適化が必要です。さらに、公共施設等への市民ニーズの変化を捉え、必要である施

設機能を将来にわたり維持するため、基本的な方針を以下のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

公共建築物の基本方針 

○将来にわたって必要な施設の有効活用及び適正な維持管理により長寿命化を図る。 

○施設更新時には機能維持を前提として、複合化や集約化等を含め、保有床面積の縮減

を行う。 

○将来更新費用の縮減のため、保有床面積の縮減目標を設定する。 

インフラ施設の基本方針 

○重大で致命的な損傷となる前に予防的修繕を実施することにより、健全な状態を維持

する長寿命化を図り、ライフサイクルコストを縮減する。 

○財政推計を踏まえて、各インフラ施設の計画的、効率的な改修及び更新を行う。 

○インフラ施設については、再編や廃止に適さない施設もあることから、保有量に関する

縮減目標を設定しない。 
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公共建築物にかかる将来コスト縮減の数値目標 

１ 将来コストの縮減目標 

将来の公共建築物の更新等にかかる投資的経費は、本市の財政規模に見合ったものと

しなければなりません。そこで、過去 10年間の投資的経費の平均である約 7.5億円を

将来更新費用の指標として設定し、将来にわたって必要となる施設の更新費用の確保に

努めるため、保有床面積の縮減目標等を以下のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 保有床面積の縮減方策 

上記（２）の保有床面積の縮減を達成するため、保有床面積の最適化に以下のとおり

努めます。 

 

（１）施設の再編による保有床面積の最適化 

人口や財政状況を踏まえ、施設の更新時に必要性の検討を行い、機能維持を前提と

しながら用途の見直しや施設の複合化・集約化を図ることで、保有床面積の縮減を行

います。 

 

（２）保有形態の見直しによる効率的な管理運営の最適化 

効果的な市民サービスの提供を前提としながら、施設の有効活用を促進するため、

民間活力や民間の運営手法を取り入れるとともに、民間や地元への移管も含めた施設

の保有形態の見直しを図り、保有床面積の縮減を行います。 

 

（３）更新時における保有床面積の最適化 

施設の健全な状態を維持する長寿命化により、更新時期の集中を避け、更新費用の

平準化を図りながら、更新時には、総人口が将来的に減少することなどを踏まえた上

で更新時の保有床面積の縮減を図ります。 

  

（１）使用目標年数の延長【使用目標年数６５年】 

施設の長寿命化により使用目標年数を 60年から 65年に延長することで、今後 40

年間の更新費用を約 604億円から約 568億円（年平均約 14.2億円）に縮減します。 

（２）保有床面積の縮減【保有床面積縮減目標４５％】 

保有床面積を 45％縮減することにより、（１）で算出した 40年間の更新費用を約

312億円（年平均約 7.8億円）に縮減します。 

（３）維持管理費の縮減等【維持管理経費等の見直し】 

（１）（２）による縮減においても過去 10 年間の投資的経費の平均である約 7.5

億円よりも若干多くの費用負担となるため、差額については維持管理費の見直し及

び民間への売却益等により財源確保に努めます。 
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施設類型ごとのマネジメント方針 

（１）公共建築物 

  財政規模に見合った保有床面積の縮減と施設の長寿命化を図るために、以下の考え方

に基づき、数値目標の達成に取り組みます。 

 

（２）インフラ施設 

市民生活に必要不可欠なインフラ施設は、計画的、効率的な修繕及び更新を行うた

め、種別ごとに「（仮称）長寿命化計画」等を策定し、整備内容等の最適化に取り組む

ほか、「予防保全型」の考え方を重視した維持修繕により、ライフサイクルコストの縮

減と財政負担の平準化を図ります。 

 

種 別 方  向  性 

学校教育系施設 

子育て支援施設 

児童・生徒数の状況及び地域の状況を勘案して最適な教育環境について検討

する。子育て支援施設については、対象児数の見込みや子育て家庭のニーズ

等を考慮して適正配置を検討する。 

公営住宅 
セーフティネットとしての必要戸数を設定し、団地の集約に努め、多様な手

法も含めて効率的な管理運営を検討する。 

市民文化系施設 

社会教育系施設 

公民館や図書館、資料館等は、利用状況や全市的な配置バランス、代替機能

の可能性を考慮した上で、複合化等による総量抑制を検討する。 

地元自治会等の集会所としての機能が強い集会施設等は、施設の在り方を検

討する。 

文化会館は稼働率を高め、有効活用に努める。 

スポーツ・レクリエー

ション系施設 

スポーツ施設は、利用状況や配置バランスを考慮した上で、複合化等による

総量抑制を検討する。 

レクリエーション施設は、代替機能の可能性等を勘案し、保有床面積縮減方

策を検討する。 

保健・福祉施設 

総合福祉会館は施設の特徴、地域性を考慮し、複合施設化を基本に機能を維

持する。 

高齢者・障害者福祉施設は、民間で同種のサービスが提供されていることを

考慮し、施設の在り方を検討する。 

行政系施設 
行政サービスの向上や業務の効率性を高めることに配慮しつつ、規模の適正

化や適正配置を検討する。 

その他施設 
建物性能（老朽化、耐震性等）や利用状況、収支状況、代替施設の有無等を

総合的に判断し、中長期的な方向性を検討する。 
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